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注：上記のグラフで、「支援事業」とは成年後見制度利用支援事業のことを言い、
　　 「あんしん事業等」とは東京都成年後見活用あんしん生活創造事業及び
　　　自治体独自の報酬助成制度のことを言う。

＜ 第１部と第２部の合算 ＞

区市町村全体の報酬助成実施状況

報酬助成制度の実施状況（５２自治体）

支援事業により報酬助成を実施、且つ、
あんしん事業等により報酬助成を実施する自治体 
４

支援事業により報酬助成を実施する自治体　　　  
１４
あんしん事業等による報酬助成は無い

あんしん事業等により報酬助成を実施する自治体 
２３
支援事業による報酬助成は無い

いずれの事業・制度による報酬助成も無い自治体 
１１

１１

２３

１４

４

支援事業により報酬助成を実施、且つ、あん
しん事業等により報酬助成を実施する
自治体　　　                                   　４

支援事業により報酬助成を実施する自治体
あんしん事業等による報酬助成は無い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １４

あんしん事業等により報酬助成を実施する
自治体  支援事業による報酬助成は無い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ２３

いずれの事業・制度による報酬助成も無い
自治体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１
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＜第１部「成年後見制度利用支援事業」（高齢者）＞

 第１部のアンケートは、高齢部署と障害部署等、複数の部署から回答をいただいた

 自治体があるが、 ここでは高齢者に関する回答を集計した。

 

第１－１報酬助成の実施要綱の定めの有無

第１－２報酬助成の要件(１）

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
報酬助成の実施要綱の定めの有無（５２自治体）

実施要綱を定めている　　　　　１５

実施要綱を定めていない　　　　３６

定めていないが、助成している　１

注：報酬助成実施要綱の定めありと回答した自治体のう
ち、８自治体は実際上、東京都成年後見活用あんしん生
活創造事業・独自制度で報酬助成制度を実施しているの
で、厚生労働省の成年後見制度利用支援事業は、「実施
要綱を定めていない」に組入れた。

１５

３６

１

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
報酬助成の要件（１６自治体）　（１）区市町村長申立

0 2 4 6 8 10 12 14

実施要綱で要件としている

運用において要件としている

要件としていない
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第１－２報酬助成の要件 (２）

第１－２報酬助成の要件（３）

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
報酬助成の要件（１６自治体）

　（２）H20.3.28付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
事務連絡の認識有無

0 2 4 6 8 10 12 14

知っており、首長申立に
限定しない内容の

実施要綱を策定・改訂

知っているが、
実施要綱の改訂は

できていない

知らなかった

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
　報酬助成の要件（１６自治体）

　（３）H20.１０.２４付厚生労働省老健局計画課長事務連絡の認識有無

0 2 4 6 8 10 12 14

知っており、首長申立に
限定しない内容の

実施要綱を策定・改訂

知っているが、
実施要綱の改訂は

できていない

知らなかった
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「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
　　報酬助成の要件（１６自治体）

（５）生活保護法上の被保護者でなくても報酬助成を
受けることができるか？

0 2 4 6 8 10 12 14 16

受けることができない

受けることができる

第１－２報酬助成の要件(５）

第１－２報酬助成の要件(４）

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
報酬助成の要件（１６自治体）

　（４）生活保護法上の被保護者であること

0 2 4 6 8 10 12

実施要綱で要件としている

要件としていない

運用において要件としている
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第１－２報酬助成の要件（６）

第１－２報酬助成の要件(７）

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
報酬助成の要件（８自治体）

　（７）自治体に住所があることが要件である場合の住所地特例の有無

0 1 2 3 4

実施要綱で定めている

定めていない

運用において行っている

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
報酬助成の要件（１６自治体）
　（６）自治体に住所があること

0 2 4 6 8 10

実施要綱で要件としている

要件としていない

運用において要件としている
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「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
　　報酬助成の要件（１６自治体）

　（８）６５歳未満の方を対象とするか？

0 2 4 6 8 10 12

対象としている

対象としていない

第１－２報酬助成の要件（８）

第１－２報酬助成の要件（９）

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
　　　報酬助成の要件（１６自治体）
　（９）専門職後見人に限られるか？

0 2 4 6 8 10 12 14

限られる

限られない
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「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
報酬助成の要件（１６自治体）

　（１０）保佐人、補助人も対象となるか？

0 2 4 6 8 10 12 14 16

なる

ならない

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（高齢者）
　　報酬助成の要件（１６自治体）
　（１１）監督人も対象となるか？

0 2 4 6 8 10 12 14

なる

ならない

第１－２報酬助成の要件（１０）

第１－２報酬助成の要件（１１）
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第１－１報酬助成の実施要綱の定めの有無

＜第１部「成年後見制度利用支援事業」（障害者）＞
　第１部のアンケートは、高齢部署と障害部署等、複数の部署から回答をいただいた
 自治体があるが、 ここでは障害者に関する回答を集計した。 

第１－２報酬助成の要件（１）

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
報酬助成の実施要綱の定めの有無（５２自治体）

実施要綱を定めている　　　　 　１４

実施要綱を定めていない　　　　３７

定めていないが、助成している　 １

注：報酬助成実施要綱の定めありと回答した自治体のうち、
８自治体は実際上、東京都成年後見活用あんしん生活創
造事業・独自制度で報酬助成制度を実施しているので、厚
生労働省の成年後見制度利用支援事業は、「実施要綱を
定めていない」に組入れた。

１４

１

３７

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
報酬助成の要件（１５自治体）　（１）区市町村長申立

0 2 4 6 8 10 12 14

実施要綱で要件としている

運用において要件としている

要件としていない
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第１－２報酬助成の要件（２）

第１－２報酬助成の要件（３）

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
報酬助成の要件（１５自治体）

　（２）H20.3.28付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
事務連絡の認識有無

0 2 4 6 8 10 12 14 16

知っており、首長申立に
限定しない内容の

実施要綱を策定・改訂

知っているが、
実施要綱の改訂は

できていない

知らなかった

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
報酬助成の要件（１５自治体）

　（３）H20.１０.２４付厚生労働省老健局計画課長事務連絡の認識有無

0 2 4 6 8 10 12 14

知っており、首長申立に
限定しない内容の

実施要綱を策定・改訂

知っているが、
実施要綱の改訂は

できていない

知らなかった
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「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
　報酬助成の要件（１５自治体）

（５）生活保護法上の被保護者でなくても報酬助成を
受けることができるか？

0 2 4 6 8 10 12 14 16

受けることができない

受けることができる

第１－２報酬助成の要件（４）

第１－２報酬助成の要件（５）

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
報酬助成の要件（１５自治体）

　（４）生活保護法上の被保護者であること

0 2 4 6 8 10 12

実施要綱で要件としている

要件としていない

運用において要件としている
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第１－２報酬助成の要件（６）

第１－２報酬助成の要件（７）

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
報酬助成の要件（１５自治体）
　（６）自治体に住所があること

0 2 4 6 8 10

実施要綱で要件としている

要件としていない

運用において要件としている

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
報酬助成の要件（８自治体）

　（７）自治体に住所があることが要件である場合の住所地特例の有無

0 1 2 3 4

実施要綱で定めている

定めていない

運用において行っている

第１－２報酬助成の要件（８）は高齢者に関する質問であり、ここには該当しない。
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「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
　報酬助成の要件（１５自治体）

　（９）専門職後見人に限られるか？

0 2 4 6 8 10 12 14

限られる

限られない

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」（障害者）
　報酬助成の要件（１５自治体）

　（１０）保佐人、補助人も対象となるか？

0 2 4 6 8 10 12 14 16

なる

ならない

第１－２報酬助成の要件（９）

第１－２報酬助成の要件（10）
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「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」(障害者）
　　報酬助成の要件（１５自治体）
　（１１）監督人も対象となるか？

0 2 4 6 8 10 12 14

なる

ならない

第１－２報酬助成の要件（11）
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

報酬助成総件数

その年度の新規件数

「成年後見制度利用支援事業の報酬助成」制度を利用した
報酬助成実績（１６自治体：うち、１自治体は記入なし）

件

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

報酬助成予算額

報酬助成執行額

「成年後見制度利用支援事業の報酬助成」制度を利用した
報酬助成実績（１６自治体）

千

11,908千円

8,281千円

7,585千円

5,097千円

1,864千円

1,163千円

412千円

432千円

3,656千円 19,200千円

＜第１部「成年後見制度利用支援事業」 （高齢・障害合算）＞

　以下の集計は高齢部署・障害部署等すべての回答を自治体ごとに
　合算して集計した。

第１－３　報酬助成の実績
（１）報酬助成総件数及び新規件数

第１－３　報酬助成の実績
（２）予算額及び執行額、年度別推移
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「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」
平成２２年度執行額（１６自治体）

0

2

4

6

8

10

０円又は
平成２２年度当時

助成制度なし

５０万円以下 ５０万円超
１００万円以下

１００万円超
２００万円以下

「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」
平成２２年度予算額（１６自治体）

0

1

2

3

4

5

０円又は
平成２２年度当時

助成制度なし

５０万円以下 ５０万円超
１００万円以下

１００万円超
２００万円以下

２００万円超
３００万円以下

３００万円超
４００万円以下

第１－３　報酬助成の実績
（２）平成２２年度予算額、金額別件数

第１－３　報酬助成の実績
（２）平成２２年度執行額、金額別件数
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平均額（円）

最小額（円）

最大額（円）

 

①　困窮者は、成年後見制度を利用することは難しいと思う。
②　国がすべて費用を負担すべきである。
③　後見人が無報酬でやるしか仕方がないと思う。
④　その他の考え。

①

②

③

④

①と②

②と③

②と④

①と②と④

無回答

④の主たる内容
・既に対応、又は既存の制度を利用　9
・報酬助成制度の充実、市民後見人の養成等の体制整備等必要　10
・国、都、区市町村、社協が、負担すべき　　　4
・その他　　5

自治体数

2

17

2

在宅の場合
（９自治体）

0

21

2

1

6

1

24,00028,000

入所・入院中の場合
（１１自治体）

22,925 15,813
20,000 10,000

第１－４　経済的困窮者の成年後見制度利用についての考え
　　　　　（５２自治体）

第１－３　報酬助成の実績
（3）平成２２年における、１件当たりの報酬助成平均額（月額）
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第１部　区市町村長申立てにあたり（３０自治体）
（１）親族調査の親等数

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

２親等／
場合により４親等

４親等まで

２親等まで

件

区市町村長申立件数
（第１部アンケート回答・３０自治体）

0 50 100 150 200 250 300

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

件

第２－１区市町村長申立の件数

第２－２区市町村長申立てにあたり（１）

17



第１部　区市町村長申立てにあたり（３０自治体）
（２）審判申立てに要する月数

0 2 4 6 8 10 12

無回答

1ヶ月以下

１ヶ月超
２ヶ月以下

2ヶ月超
3ヶ月以下

3ヶ月超
6ヶ月以下

第１部　区市町村長申立てにあたり（２８自治体）
（３）障害理由（複数回答）

0 5 10 15 20 25 30

その他

人員不足

内部手続き

親族の申立意思
の確認

親族有無調査

第２－２区市町村長申立てにあたり（２）

第２－２区市町村長申立てにあたり（３）
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東京都では、東京都成年後見活用あんしん生活創造事業或いは独自の制度による報酬助
成制度の実施については、行政及び社会福祉協議会（社協）がそれぞれ実施しており、どち
らの組織がどちらの制度に基づき報酬助成を実施しているかは自治体によって様々である。
ここでは回答頂いた２７自治体におけるそれぞれの実施状況を示した。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

⑤

④

③

②

①

あんしん事業利用

独自制度利用

行政と社協で異なる制度利用

東京都成年後見活用あんしん生活創造事業及び
独自の制度に基づく報酬助成制度の実施状況
（２７自治体）

＜第2部「東京都成年後見活用あんしん生活創造事業等」＞

①　行政のみが、これらの制度により実施している自治体数
②　社協のみが、これらの制度により実施している自治体数
③　行政及び社協の両者が、これらのうち同一制度により実施している自治体数
④　行政があんしん事業により、社協が独自制度により、それぞれ実施している
　　自治体数
⑤　行政が独自制度により、社協があんしん事業により、それぞれ実施している
　　自治体数
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第１－３（２）

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
制度の別（行政　２４自治体）

成年後見活用あんしん生活創造事業で
行っている

独自の報酬助成制度で行っている

１６

８

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（行政　２４自治体）　（１）区市町村長申立

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

実施要綱で要件としている。

運用において要件としている。

要件としていない。

＜第２部「東京都成年後見活用あんしん生活創造事業等」（行政）＞
第２部のアンケートは、行政と社会福祉協議会から、それぞれ回答をいただいたが、ここでは行政
の回答について集計した。

第１－１報酬助成の根拠となる制度の別

第１－３報酬助成の要件（１）

第１－２実施要綱の定めの有無   上記２４自治体とも全て定めている（グラフ省略）

20



第１－３報酬助成の要件(２)

第１－３報酬助成の要件(３)

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（行政　２４自治体）

　（２）H20.3.28付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課事務連絡の認識有無

0 2 4 6 8 10 12

無回答

知っており改訂（高齢）／
知らなかった（障害）

知っており、首長申立に
限定しない内容の

実施要綱を策定・改訂

知っているが、
実施要綱の改訂は

できていない

知らなかった

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（行政　２４自治体）

　（３）H20.１０.２４付厚生労働省老健局計画課長事務連絡の認識有無

0 2 4 6 8 10 12

無回答

知っており改訂（高齢）／
知らなかった（障害）

知っており、首長申立に
限定しない内容の

実施要綱を策定・改訂

知っているが、
実施要綱の改訂は

できていない

知らなかった
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あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　報酬助成の要件（行政　２４自治体）

　（５）生活保護法上の被保護者でなくても報酬助成を
受けることができるか？

0 5 10 15 20 25

受けることができない

受けることができる

第１－３報酬助成の要件（４）

第１－３報酬助成の要件（５ ）

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（行政　２４自治体）

　（４）生活保護法上の被保護者であること

0 2 4 6 8 10 12 14

要件でない（高齢）／
要件（障害）

実施要綱で要件としている

要件としていない

運用において要件としている
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第１－３報酬助成の要件(６)

第１－３報酬助成の要件(７)

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（行政　２４自治体）

　（６）自治体に住所があること

0 2 4 6 8 10 12 14

要件としている（親族申立）／
要件としていない（区長申立）

実施要綱で要件としている

要件としていない

運用において要件としている

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（行政　１２自治体）

　（７）自治体に住所があることが要件である場合の
住所地特例の有無

0 2 4 6 8

実施要綱で定めている

定めていない

運用において行っている
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あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　報酬助成の要件（行政　２４自治体）
　（８）６５歳未満の方を対象とするか？

0 2 4 6 8 10 12 14

未回答

対象としている

対象としていない

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　報酬助成の要件（行政　２４自治体）
　（９）専門職後見人に限られるか？

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

限られる

限られない

第１－３報酬助成の要件（８）

第１－３報酬助成の要件（９）
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あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　報酬助成の要件（行政　２４自治体）

　（１０）保佐人、補助人も対象となるか？

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

なる

ならない

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　報酬助成の要件（行政　２４自治体）

　（１１）監督人も対象となるか？

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

なる

ならない

第１－３報酬助成の要件(１０)

第１－３報酬助成の要件(１１)
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あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
制度の別（社協　８自治体）

成年後見活用あんしん生活創造事業
で行っている

独自の報酬助成制度で行っている
４４

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（社協　８自治体）　　（１）区市町村長申立

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

実施要綱で要件としている。

運用において要件としている。

要件としていない。

＜第２部「東京都成年後見活用あんしん生活創造事業等」（社協）＞
第２部のアンケートは、行政と社会福祉協議会から、それぞれ回答をいただいたが、ここでは
社協の回答について集計した。

第１－１報酬助成の根拠となる制度の別

第１－３報酬助成の要件（１）

第１－２実施要綱定めの有無　　　上記８社協とも全て定めている（グラフ省略）
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第１－３報酬助成の要件（２）

第１－３報酬助成の要件（３）

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（社協　８自治体）

　（２）H20.3.28付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課事務連絡の認識有無

0 1 2 3 4 5 6

無回答

知っており、首長申立に
限定しない内容の

実施要綱を策定・改訂

知っているが、
実施要綱の改訂は

できていない

知らなかった

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（社協　８自治体）

　（３）H20.１０.２４付厚生労働省老健局計画課長事務連絡の認識有無

0 1 2 3 4 5 6

無回答

知っており、首長申立に
限定しない内容の

実施要綱を策定・改訂

知っているが、
実施要綱の改訂は

できていない

知らなかった
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第１－３（６）

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　　　　　報酬助成の要件（社協　８自治体）

　（５）生活保護法上の被保護者でなくても報酬助成を受けることができるか？

0 2 4 6 8 10

受けることができない

受けることができる

第１－３報酬助成の要件（４）

第１－３報酬助成の要件（５）

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（社協　８自治体）

　（４）生活保護法上の被保護者であること

0 1 2 3 4 5

実施要綱で要件としている

要件としていない

運用において要件としている
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第１－３報酬助成の要件（６）

第１－３報酬助成の要件（７）

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（社協　８自治体）
　（６）自治体に住所があること

0 2 4 6 8 10

実施要綱で要件としている

要件としていない

運用において要件としている

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
報酬助成の要件（社協　８自治体）

　（７）自治体に住所があることが要件である場合の住所地特例の有無

0 1 2 3 4 5 6

実施要綱で定めている

定めていない

運用において行っている
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あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　　　　　報酬助成の要件（社協　８自治体）
　（８）６５歳未満の方を対象とするか？

0 2 4 6 8 10

対象としている

対象としていない

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　　　　　報酬助成の要件（社協　８自治体）

　（９）専門職後見人に限られるか？

0 1 2 3 4 5 6

限られる

限られない

第１－３報酬助成の要件（８）

第１－３報酬助成の要件（９）
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あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　　　　　報酬助成の要件（社協　８自治体）
　（１０）保佐人、補助人も対象となるか？

0 2 4 6 8 10

なる

ならない

あんしん生活創造事業等での成年後見人等への報酬助成
　　　　　報酬助成の要件（社協　８自治体）

　（１１）監督人も対象となるか？

0 1 2 3 4 5 6

なる

ならない

第１－３報酬助成の要件（１０）

第１－３報酬助成の要件（１１）
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0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

報酬助成予算額

報酬助成執行額

東京都成年後見活用あんしん生活創造事業、又は独自の報酬
助成制度を利用した報酬助成実績　（２７自治体）

38,405千円

4,185千円

24,651千円

8,532千円
32,379千円

7,957千円

18,310千円

23,319千円

1,463千円

2,634千円

千円

＜第２部「東京都成年後見活用あんしん生活創造事業等」（行政・社協合算）＞
      以下の集計は、行政及び社協の回答を自治体ごとに合算して集計した。

第１－４報酬助成の実績
（１）報酬助成総件数及び新規件数

第１－４報酬助成の実績
（２）予算額及び執行額、年度別推移

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

報酬助成総件数

その年度の新規件数

東京都成年後見活用あんしん生活創造事業、又は独自の
報酬助成制度を利用した報酬助成実績（２７自治体）

件
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第１－４報酬助成の実績
（２）平成２２年度予算額、金額別件数

「東京都成年後見活用あんしん生活創造事業、又は独自の
報酬助成制度の成年後見人等への報酬助成」

平成２２年度予算額　（２７自治体）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

０円又は
平成２２年度当時

助成制度なし

５０万円以下 ５０万円超
１００万円以下

１００万円超
２００万円以下

２００万円超
３００万円以下

3００万円超
９００万円以下

「東京都成年後見活用あんしん生活創造事業、又は独自の
報酬助成制度の成年後見人等への報酬助成」

平成２２年度執行額　（２７自治体）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

０円又は
平成２２年度当時

助成制度なし

５０万円以下 ５０万円超
１００万円以下

１００万円超
２００万円以下

２００万円超
３００万円以下

第１－４報酬助成の実績
（２）平成２２年度執行額、金額別件数
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平均額（円）

最小額（円）

最大額（円） 28,000

17,287

10,000

21,002

在宅の場合
（８自治体）

入所・入院中の場合
（１０自治体）

24,256

20,000

第２部　　区市町村長申立件数
（２７自治体中、回答あった２３自治体の集計）

0 50 100 150 200 250 300 350

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

件

328

10

203

239

252

第２－１区市町村長申立の件数

第１－４報酬助成の実績
（３ ）平成２２ 年度報酬助成平均額（1件当たりの月額）
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第２部　区市町村長申立てにあたり（２７自治体）
（１）親族調査の親等数

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

無回答

２親等／
場合により４親等

４親等まで

２親等まで

第２部　区市町村長申立てにあたり（２３自治体）
（２）審判申立てに要する月数

0 2 4 6 8 10

1ヶ月以下

１ヶ月超
２ヶ月以下

2ヶ月超
3ヶ月以下

3ヶ月超
6ヶ月以下

第２－２区市町村長申立てにあたり（１ ）

第２－２区市町村長申立てにあたり（２ ）
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第２部　区市町村長申立てにあたり（２３自治体）
（３）障害理由（複数回答あり）

0 2 4 6 8 10 12 14 16

無回答自治体

その他

人員不足

内部手続き

親族の申立意思
の確認

親族有無調査

その他の主な理由は、本人を取り巻く環境整備、関
係機関との調整等

第２－２区市町村長申立てにあたり（３ ）

36



 

 

 

第１部「成年後見制度利用支援事業の成年後見人等への報酬助成」に 

   関連（含「区市町村長申立」「市民後見人」）する質問及び回答書 

第１ 報酬助成についてお聞きします。 

１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要綱を定めていますか？ 

① □ 実施要綱を定めている。  （理由               ） 

② □ 実施要綱を定めていない。 （理由               ） 

③ □ 定めていないが、助成をしている。（理由                ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。(               ) 

２ 報酬助成の要件についてお聞きします。 

（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）  

（１）区市町村長申立てを報酬助成の要件としていますか？ 

① □ 実施要綱で要件としている。    （理由                ） 

② □ 運用において要件としている。   （理由                ） 

③ □ 要件としていない。    （理由                ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。（              ） 

（２）平成20年 3月 28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡 

【資料１】をご存知ですか？ 

① □ 知っており、区市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。 

（理由     ） 

② □ 知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。 （理由     ） 

③ □ 知らなかった。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 

（３）平成20年 10月 24日付厚生労働省老健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？ 

① □ 知っており、区市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、 

または改訂した。（理由     ） 

② □ 知っているが、実施要項の改訂は出来ていない。（理由     ） 

③ □ 知らなかった。(理由     ) 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。(               ) 

（４）生活保護法上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？ 

① □ 実施要綱で要件としている。（理由     ） 
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 その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。「     」 

② □ 要件としていない。（理由     ） 

③ □ 運用において要件としている。（理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 

（５）生活保護法上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？ 

① □ 受けることができない。    （理由     ） 

② □ 受けることができる。     （理由     ） 

その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。「     」 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 

（６）自治体に住所があることを報酬助成の要件としていますか？ 

① □ 実施要綱で要件としている。 （理由     ） 

 その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。「     」 

② □ 要件としていない。（理由     ） 

③ □ 運用において要件としている。（理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 

（７）社会保険制度においては、住所地以外に所在する介護保険施設等に入所する場合、住所移転前の区市

町村が引き続き保険者となる特例があります。 

報酬助成において、自治体に住所があることを要件としている場合、前記特例に類似する特例措置は

ありますか？ 

① □ 実施要綱で定めている。    （理由     ） 

 その場合の要綱での特例の規程は、どのように定めていますか。「     」 

② □ 定めていない。    （理由     ） 

③ □ 運用において行っている。（理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 

（８）高齢者のご担当にお聞きします。老人福祉法では、原則として６５歳以上の方を対象としていますが、

御庁では６５歳未満の方を申立て及び報酬助成の対象としていますか？ 

① □ 対象としている。    （理由     ） 

② □ 対象としていない。    （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 

（９）報酬助成をする場合のその成年後見人等は専門職後見人（弁護士、司法書士、社会福祉士）に限られ

ますか？ 

① □ 限られる。    （理由     ） 

② □ 限られない。    （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 

（１０）保佐人、補助人の場合も報酬助成の対象となりますか？ 

① □ なる。    （理由     ） 

② □ ならない。    （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 

（１１）監督人の場合も報酬助成の対象となりますか？ 

① □ なる。 （理由     ） 
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② □ ならない。（理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 

３ 報酬助成の実績についてお伺いします。 

（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。） 

（１） 平成１８年度から平成２２年度までの報酬助成の【総件数】【その年度の新規案件数】を教えてくだ

さい。 

【総件数】               【その年度の新規案件数】 

平成１８年度 （      ）件    平成１８年度 （      ）件 

平成１９年度 （      ）件    平成１９年度 （      ）件 

平成２０年度 （      ）件    平成２０年度 （      ）件 

平成２１年度 （      ）件    平成２１年度 （      ）件 

平成２２年度 （      ）件    平成２２年度 （      ）件 

（２） 平成１８年から平成２２年までの報酬助成の【予算額】と【執行額】を教えてください。 

【予算額】                 【執行額】 

平成１８年度 （         ）円 平成１８年度（          ）円 

平成１９年度 （         ）円 平成１９年度（          ）円 

平成２０年度 （         ）円 平成２０年度（          ）円 

平成２１年度 （         ）円 平成２１年度（          ）円 

平成２２年度 （         ）円 平成２２年度（          ）円 

（３） 平成２２年における、一件当たりの報酬助成の平均額を教えてください。 

在宅の場合     金（       ）円入所・入院中の場合 金（       ）円 

上記の区分以外の方法で決めている等の場合、どのように規定しておられるか、教えてください。   

（     ） 

４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？ 

① □ 困窮者は、成年後見制度を利用することは難しいと思う。 

② □ 国がすべて費用を負担すべきである。 

③ □ 後見人が無報酬でやるしか仕方がないと思う。 

④ □ その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。（     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。（     ） 
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５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのよう 

な情報を得たいですか？具体的にお書きください。（      ） 

第２ 報酬助成に関連して、区市町村長申立てについてお聞きします。 

１ 御庁における、この５年間の区市町村長申立の件数を教えてください。 

平成１８年度 （      ）件      平成１９年度 （      ）件 

平成２０年度 （      ）件       平成２１年度 （      ）件 

平成２２年度 （      ）件         

２ 区市町村長申立てにあたり 

（１）親族の調査は何親等までしていますか？ 

① □ ２親等まで     （理由     ） 

② □ ４親等まで     （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。  （     ） 

（２）対象者に対して、区市町村長申立ての必要性を認識し始めてから、家庭裁判所に対して審判申立てを

するまでに、通常、どれくらいの日数を要していますか？  

   （ 【□１ □２ □３ □４ □５ □６ □（  ）か月ぐらい】を要する。） 

（３）より短期間で区市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？ 

① □ 親族の有無の調査に時間がかかる。 

（平均して【 □１ □２ □３ □（  ）か月・日ぐらい】かかる。） 

② □ 親族の申立て意思の確認に時間がかかる。 

（平均して【 □１ □２ □３ □（  ）か月・日ぐらい】かかる。） 

③ □ 内部（部署間など）の手続きに時間がかかる。 
④ □ 人員が足りない。 

⑤ □ 以下の理由による。 （     ） 

 ３ 御庁の区市町村長申立て手続きの改善・向上のため、どのような情報を 

得たいですか？具体的にお書きください。 

  

第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。 

１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定は

ありますか？（資料等ありましたら、ご提供をお願い致します。） 

① □ はい（□ 予定がある  □すでに養成している） 
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ⅰ いつから（     ） 

ⅱ 市民後見人関連事業の予算額（     ） 

ⅲ 講師は誰に依頼していますか？また依頼する予定ですか？複数の立場にある人の場合は、主にど

の立場の人として講師を依頼するのかでお答え下さい。（複数回答可） 

□学者 □家庭裁判所関係者 □司法書士 □弁護士 □社会福祉士 □介護福祉士 □ケアマ

ネージャー □社協職員 □地域包括支援センター職員 □行政職員 

 □その他（     ） 

ⅳ 養成した市民後見人が活動した実績がありますか？ 

□ ある（延人数        人）  □ ない 

ⅴ 市民後見人が後見業務を行なう際、その監督体制はどのようにし（てい）ますか？ 

② □ いいえ（理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たい 

ですか？具体的にお書きください。 （     ） 

 

質問の内容にかかわらず、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 
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第２部「東京都成年後見活用あんしん生活創造事業等の成年後見人等への 

    報酬助成」に関連（含「区市町村長申立」）する質問及び回答書 

第１ 報酬助成についてお聞きします。 

１ 成年後見人等への報酬助成制度についてお聞きします。 

① □ 成年後見活用あんしん生活創造事業で行っている。 （理由     ） 

② □ 独自の報酬助成制度で行っている。 （理由     ） 

③ □ 報酬助成制度はない。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。（     ） 

２ 成年後見人等への報酬助成についての実施要綱を定めていますか？ 

① □ 実施要綱を定めている。 （理由     ） 

② □ 実施要綱を定めていない。 （理由     ） 

③ □ 定めていないが、助成をしている。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。 （     ） 

３ 報酬助成の要件についてお聞きします。 

（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）  

（１）区市町村長申立てを報酬助成の要件としていますか？ 

① □ 実施要綱で要件としている。 （理由     ） 

② □ 運用において要件としている。 （理由     ） 

③ □ 要件としていない。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。 （     ） 

（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料 

１】をご存知ですか？ 

① □ 知っており、区市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。 

  （理由     ） 

② □ 知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。 （理由     ） 

③ □ 知らなかった。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

（３）平成20年10月 24日付厚生労働省老健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？ 

① □ 知っており、区市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。

（理由     ） 

② □ 知っているが、実施要項の改訂は出来ていない。 （理由     ） 

③ □ 知らなかった。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 
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（４）生活保護法上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？ 

① □ 実施要綱で要件としている。 （理由     ） 

 その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。「     」 

② □ 要件としていない。 （理由     ） 

③ □ 運用において要件としている。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

（５）生活保護法上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？ 

① □ 受けることができない。 （理由     ） 

② □ 受けることができる。 （理由     ） 

その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。 「     」 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

（６）自治体に住所があることを報酬助成の要件としていますか？ 

① □ 実施要綱で要件としている。 （理由     ） 

 その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。 「     」 

② □ 要件としていない。 （理由     ） 

③ □ 運用において要件としている。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

（７）社会保険制度においては、住所地以外に所在する介護保険施設等に入所する場合、住所移転前の

区市町村が引き続き保険者となる特例があります。 

   報酬助成において、自治体に住所があることを要件としている場合、前記特例に類似する特例措

置はありますか？ 

① □ 実施要綱で定めている。 （理由     ） 

 その場合の要綱での特例の規程は、どのように定めていますか。 「     」 

② □ 定めていない。 （理由     ） 

③ □ 運用において行っている。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

（８）高齢者のご担当にお聞きします。老人福祉法では、原則として６５歳以上の方を対象としていま

すが、御庁では６５歳未満の方を申立て及び報酬助成の対象としていますか？ 

① □ 対象としている。 （理由     ） 

② □ 対象としていない。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

（９）報酬助成をする場合のその成年後見人等は専門職後見人（弁護士、司法書士、社会福祉士）に限

られますか？ 

① □ 限られる。 （理由     ） 

② □ 限られない。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

（１０）保佐人、補助人の場合も報酬助成の対象となりますか？ 

① □ なる。（理由     ） 

② □ ならない。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

（１１）監督人の場合も報酬助成の対象となりますか？ 

① □ なる。 （理由     ） 
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② □ ならない。 （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

４ 報酬助成の実績についてお伺いします。 

（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。） 

（１） 平成１８年度から平成２２年度までの報酬助成の【総件数】【その年度の新規案件数】を教えて

ください。 

【総件数】               【その年度の新規案件数】 

平成１８年度 （      ）件    平成１８年度 （      ）件 

平成１９年度 （      ）件    平成１９年度 （      ）件 

平成２０年度 （      ）件    平成２０年度 （      ）件 

平成２１年度 （      ）件    平成２１年度 （      ）件 

平成２２年度 （      ）件    平成２２年度 （      ）件 

（２） 平成１８年から平成２２年までの報酬助成の【予算額】と【執行額】を教えてください。 

【予算額】               【執行額】 

平成１８年度 （         ）円 平成１８年度（          ）円 

平成１９年度 （         ）円 平成１９年度（          ）円 

平成２０年度 （         ）円 平成２０年度（          ）円 

平成２１年度 （         ）円 平成２１年度（          ）円 

平成２２年度 （         ）円 平成２２年度（          ）円 

（３） 平成２２年における、一件当たりの報酬助成の平均額を教えてください。 

在宅の場合     金（       ）円 

入所・入院中の場合 金（       ）円 

上記の区分以外の方法で決めている等の場合、どのように規定しておられるか、教えてくださ

い。 （     ） 

第２ 報酬助成に関連して、区市町村長申立てについてお聞きします。 

１ 御庁における、この５年間の区市町村長申立の件数を教えてください。 

平成１８年度 （      ）件 

平成１９年度 （      ）件 

平成２０年度 （      ）件 

平成２１年度 （      ）件 

平成２２年度 （      ）件 
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２ 区市町村長申立てにあたり 

（１）親族の調査は何親等までしていますか？ 

① □ ２親等まで （理由     ） 

② □ ４親等まで （理由     ） 

その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。 （     ） 

（２）対象者に対して、区市町村長申立ての必要性を認識し始めてから、家庭裁判所に対して審判申

立てをするまでに、通常、どれくらいの日数を要していますか？  

   （ 【□１ □２ □３ □４ □５ □６ □（  ）か月ぐらい】を要する。） 

（３）より短期間で区市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？ 

① □ 親族の有無の調査に時間がかかる。 

（平均して【 □１ □２ □３ □（  ）か月・日ぐらい】かかる。） 

② □ 親族の申立て意思の確認に時間がかかる。 

（平均して【 □１ □２ □３ □（  ）か月・日ぐらい】かかる。） 

③ □ 内部（部署間など）の手続きに時間がかかる。 
④ □ 人員が足りない。 

⑤ □ 以下の理由による。 （     ） 

３ 御庁の区市町村長申立て手続きの改善・向上のため、どのような情報を得た

いですか？具体的にお書きください。 （     ） 

質問の内容にかかわらず、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 
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事 務 連 絡

平成２０年 ３月２８日

各都道府県 障害福祉主管課 御中

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課

成年後見制度利用支援事業の対象者の拡大等について

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的

障害者又は精神障害者が成年後見制度を利用することができる体制を構築することは極

めて重要である。しかしながら、成年後見制度の利用については、利用者が増加してい

るものの、制度に対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から利用が

進んでいないとの指摘を受けているところである。

今後、障害者の地域生活への移行を進めていく上で、相談支援事業者や民生委員、障

害者の支援を行ってきた障害福祉サービス事業者等の地域の福祉関係者によるネットワ

ークを構築するとともに、地域自立支援協議会において、権利擁護に関する部会を設置

するなど、地域の実情に応じた体制整備を図ることが必要である。

このため、国としても、成年後見制度の利用を促進する観点から、本日、別途通知さ

れたとおり 「地域生活支援事業の実施について （平成１８年８月１日障発第０８０、 」

１００２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）を一部改正し、平成２０年

４月より、成年後見制度利用支援事業（地域生活支援事業）の対象者を拡大することと

されたので、貴管内市町村に周知するとともに、市町村に対する助言・援助をお願いし

たい。

記

１ 成年後見制度利用支援事業（地域生活支援事業）の対象者拡大

成年後見制度利用支援事業（地域生活支援事業）の対象者については、市町村長に

よる後見等の開始の審判請求（以下「市町村長申立て」という ）に限定していたと。

ころであるが、平成２０年４月より下記のとおり対象者を拡大する。

次のいずれにも該当する者

(ｱ) 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障害者改

又は精神障害者

(ｲ) 市町村が、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法正

律第51条の11の2に基づく市町村長による後見等の開始の審判請求を行うことが必要

と認める者前

(ｳ) 後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後

見制度の利用が困難であると認められる者

障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者改

であり、後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成正

年後見制度の利用が困難であると認められる者後
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２ 市町村長による後見等の開始の審判請求

(1) 身寄りがない場合など、家族等による後見等の開始の審判請求が期待できない者

については、市町村長申立てを行うことが有効であると考えられることから、補助

事業対象の有無にかかわらず積極的な活用をお願いしたい。

(2) 市町村長申立てに当たっては、平成17年7月29日障障発第0729001号、障精発第07

29001号、老計発第0729001号通知「 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係「

法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律及び知的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正について」により、

従来、四親等以内の親族の有無を確認していたものを、四親等以内の親族の有無の

確認作業が極めて煩雑であることも要因となって、市町村長申立てが十分に活用さ

れてこなかったことから、二親等以内の親族の有無を確認すればよいこととしたと

ころであるので、身寄りがない等の理由で成年後見制度を利用することができない

ことのないようお願いしたい。

３ 障害者の権利擁護のための体制整備

障害者の権利擁護を図ることは極めて重要であるため、意思能力が不十分な知的障

害者又は精神障害者に対しては、成年後見制度に関する相談に応ずるとともに、家庭

裁判所等との連携に努めること。

また、地域自立支援協議会に権利擁護に関する部会を設置するなど、成年後見制度

の円滑な利用に向けて、地域におけるネットワークの構築に努めること。

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課

相談支援係 大城、佐々木

TEL:03-5253-1111（内線3149）

FAX:03-3591-8914

E-mail:sasaki-takayuki@mhlw.go.jp
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事 務 連 絡

平成２０年１０月２４日

都道府県

各 指定都市 民生主管部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省老健局計画課長

成年後見制度利用支援事業に関する照会について

、 。介護保険制度の円滑な推進について 種々ご尽力いただき厚くお礼申し上げます

さて、成年後見制度利用支援事業につきましては 「地域支援事業の実施につい、

て（平成１８年６月９日老発０６０９００１号 」により実施されているところで）

すが、今般、当該事業の補助対象について照会がありましたので別紙のとおり情報

提供いたします。

また、貴管内市町村に対して周知していただきますようお願いいたします。

厚生労働省老健局計画課

予算係長 前田（３９２４）

予算係 田本（３９２５）

代表：０３－５２５３－１１１１
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（別紙）

問 成年後見制度利用支援事業において補助対象となるのは、市町村申立て

に限るものなのか。

（回答）

成年後見制度利用支援事業の補助は、市町村申立てに限らず、本人申立て、親

族申立て等についても対象となりうるものである。

当該事業は、成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、制度に

対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から利用ができないと

いった事態を防ぐことを目的としているものであり、補助事業として実施する事

業名や補助対象経費の一例としては、以下のものが考えられる。

【 事 業 例 】

① 申立て費用、後見人報酬等に対する助成事業

・登記印紙代、鑑定費用、後見人・補佐人等の報酬等

② 成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動

（１）パンフレットの作成・配布

・印刷製本費、役務費、委託料等

（２）説明会・相談会の開催

・諸謝金、旅費、会場借上費等

また、実施要綱に掲げる当該事業の名称・内容はあくまでも例示であり、当該

事業は、地域の実情に応じて必要な支援を行うことを目的とする任意事業の一つ

であることから、介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立

した日常生活の支援のために必要な事業である限り、市町村が創意工夫を活かし

た多様な事業形態での実施ができるような経費（ 地域支援事業交付金の交付に「

ついて （交付要綱）に定める対象経費に該当するもの）が補助の対象となる。」
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